
 

 

 

地方消費税交付金のうち消費税率引き上げによる増収分については、「消費税法第 1 条第 2 項に規定す

る経費（年金、医療及び介護並びに少子化に対処するための施策）その他社会保障施策（社会福祉、社会

保険及び保健衛生に関する施策）に要する経費に充てるものとする」とされています。増収分は、下記の社

会保障関係費の一般財源の一部として広く充てることとしています。 

 

令和３年度  歳入  増収額  4 億 9,515 万円 

（単位：千円） 

区      分 事業費 

財 源 内 訳 

特定財源 

一般財源 

地方消費税交付金

（社会保障財源分） 
その他 

社 

会 

福 

祉 

障がい福祉 
  ・障害者自立支援給付等事業 など 

1,089,359 789,320 39,563 260,476 

高齢者福祉 
  ・高齢者社会参加活動事業 など 

206,814 77,311 17,076 112,427 

母子福祉 
  ・児童家庭相談援助事業 など 

3,298 3,275 3 20 

生活保護 
  ・生活保護扶助事務 など 

1,172,165 905,244 35,197 231,724 

その他 
  ・総合福祉センター管理運営事業 など 

595,485 512,236 10,977 72,272 

小 計 3,067,121 2,287,386 102,816 676,919 

社
会
保
険 

  ・国民健康保険事業特別会計繰出事業 
  ・介護保険事業特別会計繰出事業 
  ・後期高齢者医療特別会計繰出事業 
  ・後期高齢者医療事業 など 

1,362,334 276,497 143,179 942,658 

保 

健 

衛 

生 

医療 
  ・病院事業会計繰出事業 など 

2,527,478 1,176,071 178,197 1,173,210 

感染症その他の疾病予防対策 
  ・予防接種対策事業 など 

57,796 6,052 6,823 44,921 

健康増進対策 
  ・がん検診事業 など 

198,098 56,799 18,632 122,667 

その他 
  ・親子健康教育事業 など 

23,958 4,404 2,578 16,976 

小 計 2,807,330 1,243,326 206,230 1,357,774 

子
育
て 

  ・児童手当支給事業 
  ・子どものための保育給付費支給事業 
  ・子どものための教育給付費支給事業 など 

2,259,969 1,934,472 42,920 282,577 

合計 9,496,754 5,741,681 495,145 3,259,928 

 ※上記の社会保障関係費には、事務費等も一部含まれていますが、引き上げ分の地方消費税収は、事務

費や職員の人件費には充てないこととされています。 

地方消費税交付金の増収分の使途について 

 


